
ナイジェリア連邦共和国 

個人情報の保護に関する

制度有無  

民間部門を対象とする包括的な法令として、以下の法令が存在する。 

データ保護規則（Nigeria Data Protection Regulation （2019）） 

- URL： https://ndpb.gov.ng/Files/NigeriaDataProtectionRegulation.pdf 
- 施行状況： 2019年 1月 25日施行 

- 対象情報： 自然人を識別する又は識別可能にする一切の情報 

個人情報の保護に関する

制度についての指標とな

り得る情報 

EUの十分性認定： なし 

APECの CBPRシステム： なし 

OECD プライバシーガイド

ライン 8 原則に対応する

事業者等の義務又は本人

の権利 

収集制限の原則 上記法令に規定されてい

る。 

データ内容の原則 上記法令に規定されてい

る。 

目的明確化の原則 上記法令に規定されてい

る。 

利用制限の原則 上記法令に規定されてい

る。 

安全保護の原則 上記法令に規定されてい

る。 

公開の原則 上記法令に規定されてい

る。 

個人参加の原則 上記法令に規定されてい

る。 

責任の原則 上記法令に規定されてい

る。 
 

その他本人の権利利益に

重大な影響を及ぼす可能

 個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるも

の 

https://ndpb.gov.ng/Files/NigeriaDataProtectionRegulation.pdf


性のある制度 

 

電話加入者登録規則（Registration of Telephone Subscribers Regulation (2011)） 

- ナイジェリア通信委員会（Nigerian Communications Commission）の事前の書面による同意がな

い限り、モバイル通信サービスに加入している人の生体その他の個人情報のうち同サービス事業

者等が保存している加入者情報（Subscriber Information）を域外へ移転することを禁ずる規定

が存在する。 

 

 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を

及ぼす可能性のあるもの 

ナイジェリア通信委員会 合法通信傍受規則（Nigeria Communications Commission Lawful 

Interception of Communications Regulations (2019)) 

- 治安当局が、ナイジェリア通信委員会から認可を受けた通信事業者により提供される通信サービ

スに関する通信に対して、アクセスすることを認める規定が存在する。 

- 同アクセスには、原則として司法機関による令状が必要である。もっとも、一方当事者が傍受に

同意していることを証明できる場合、生命や安全に危険を与えると信じるに足りる十分な理由が

ある場合、及び日常業務の中でそのような通信を監視又は記録することが要求される場合等には、

令状が不要であることを定めた規定が存在する。 

- 同法に基づく民間事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下の点に関す

る規定が存在しない。 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達成に必要な範囲で

のアクセス実施 

 

サイバー犯罪（禁止、防止等）法（Cybercrimes (Prohibition, Prevention, etc） Act (2015)) 

- ナイジェリア中央銀行又は認可された信用調査機関が、レーティングを決定するために、金融機

関の保有するクレジットカード等の保有者の個人情報にアクセスすることを認める規定が存在す

る。この場合、当該金融機関は、7営業日以内に、個人情報を開示したことを本人に書面で通知し

なければならない。 

- 法執行機関が、管轄裁判所の決定に基づき、又は法令若しくは規則で定められた正当な目的のた

めに、サービス事業者（service provider）の保有する加入者情報及びトラフィックデータにアク

セスすることを認める規定が存在する。 



 

※本ページは、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。 

 

- 同法に基づく民間事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下の点に関す

る規定が存在しない。 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達成に必要な範囲で

のアクセス実施 

 


